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１．要 旨 

令和８年度税制改正に伴う地方税法等の一部改正により、軽自動車税の環境性能割が

廃止され、従来の種別割が「軽自動車税」に変更されることから、規則中の文言整理を

行うものである。 

また、令和８年３月３１日をもって清原市民センターにおける収納業務が終了するこ

とから、様式中に規定する収納場所等に関する記載を修正する。 

 

（１） 主な改正内容 

・軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う規定の整備 

・清原市民センターの収納業務終了に伴う様式の整備 

 

（２） 施行日 

令和８年４月１日 

 

 

２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和８年３月３１日 地方税法等の一部を改正する法律 公布 

総務課において審査済み 

３．留意事項（問題点等） 

 

４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、速やかに改正手続きを進めたい。 

５．審議結果 

  決定 

 

 

 


